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№ 議案番号 件          名 頁 

1 第 2号議案 吉川市道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する

条例 
1 

2 第 3号議案 吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 
8 

3 第 4号議案 吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 
15 

4 第 5号議案 吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 
17 

5 第 6号議案 吉川市税条例及び吉川市手数料条例の一部を改正する条例 18 

6 第 7号議案 吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 21 

7 第 8号議案 吉川市債権管理に関する条例の一部を改正する条例 23 

8 第 9号議案 吉川市文化芸術振興基金条例 25 

9 第 10号議案 吉川市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 27 

10 第 11号議案 職員の服務の宣誓に関する条例及び吉川市職員公務災害等見舞

金支給条例の一部を改正する条例 
30 

11 第 12号議案 工事請負契約の変更契約の締結について 33 

12 第 13号議案 教育委員会委員の任命について 34 

13 第 14号議案 監査委員の選任について 36 

14 第 15号議案 令和元年度吉川市一般会計補正予算（第５号） － 

15 第 16号議案 令和元年度吉川市介護保険特別会計補正予算（第３号） － 

16 第 17号議案 令和元年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特

別会計補正予算（第２号） 
－ 

17 第 18号議案 令和元年度吉川市下水道事業会計補正予算（第４号） － 

18 第 19号議案 令和２年度吉川市一般会計予算 － 

19 第 20号議案 令和２年度吉川市国民健康保険特別会計予算 － 

20 第 21号議案 令和２年度吉川市農業集落排水事業特別会計予算 － 

21 第 22号議案 令和２年度吉川市介護保険特別会計予算 － 

22 第 23号議案 令和２年度吉川市後期高齢者医療特別会計予算 － 



 

23 第 24号議案 令和２年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特

別会計予算 
－ 

24 第 25号議案 令和２年度吉川市水道事業会計予算 － 

25 第 26号議案 令和２年度吉川市下水道事業会計予算 － 
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第２号議案 

   吉川市道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市道路の構造の技術的基準に関する条例（平成２５年吉川市条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「追加条項」と

いう。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示並びに追加条項を除く。以下「改

正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第

１８０号。以下「法」という。）第３０条第３

項の規定に基づき、道路の構造の一般的技術的

基準を定めるものとする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この条例において「道路」とは、市が管

理を行う道路をいう。 

 

２ 略 

 

 （車線等） 

第５条 車道（副道、停車帯、自転車通行帯その

他規則で定める部分を除く。）は、車線により

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第

１８０号。以下法という。）第３０条第３項の

規定に基づき、道路の構造の一般的技術的基準

を定めるものとする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この条例において「道路」とは、法第１

６条第１項又は第２項本の規定により市が管理

を行う道路をいう。 

２ 略 

 

 （車線等） 

第５条 車道（副道、停車帯その他規則で定める

部分を除く。）は、車線により構成されるもの
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構成されるものとする。ただし、第３種第５級

又は第４種第４級の道路にあっては、この限り

でない。 

２～４ 略 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の

車道（自転車通行帯を除く。）の幅員は、４メ

ートルとするものとする。ただし、当該普通道

路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合又は第３２条の規定により車道に狭窄
さく

部を設

ける場合においては、３メートルとすることが

できる。 

 

 （副道） 

第７条 略 

２ 副道（自転車通行帯を除く。）の幅員は、４

メートルを標準とするものとする。 

 

 （停車帯） 

第９条 略 

２ 略 

 

 （自転車通行帯） 

第９条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い第

３種又は第４種の道路（自転車道を設ける道路

を除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を設

ける道路にあっては、停車帯の右側。次項にお

いて同じ。）に自転車通行帯を設けるものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、この限りで

とする。ただし、第３種第５級又は第４種第４

級の道路にあっては、この限りでない。 

 

２～４ 略 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の

車道の幅員は、４メートルとするものとする。

ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少

なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合又は第３２条の規定によ

り車道に狭窄
さく

部を設ける場合においては、３メ

ートルとすることができる。 

 

 

 （副道） 

第７条 略 

２ 副道の幅員は、４メートルを標準とするもの

とする。 

 

 （停車帯） 

第９条 略 

２ 略 
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ない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種

の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第

３種若しくは第４種の道路（自転車道を設ける

道路及び前項に規定する道路を除く。）には、

安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通

行を分離する必要がある場合においては、車道

の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、この限りで

ない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上

とするものとする。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合において

は、１メートルまで縮小することができる。 

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の

交通の状況を考慮して定めるものとする。 

 

 （自転車道） 

第１０条 自動車及び自転車の交通量が多い第３

種（第４級及び第５級を除く。次項において同

じ。）又は第４種（第３級を除く。同項におい

て同じ。）の道路で設計速度が１時間につき６

０キロメートル以上であるものには、自転車道

を道路の各側に設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種

の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第

３種若しくは第４種の道路で設計速度が１時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （自転車道） 

第１０条 自動車及び自転車の交通量が多い第３

種又は第４種の道路には、自転車道を道路の各

側に設けるものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合にお

いては、この限りでない。 

 

 

 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種

の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第

３種若しくは第４種の道路（前項に規定する道
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につき６０キロメートル以上であるもの（前項

に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑

な交通を確保するため自転車の通行を分離する

必要がある場合においては、自転車道を道路の

各側に設けるものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、この限りでない。 

３～５ 略 

 

 （自転車歩行者道） 

第１１条 自動車の交通量が多い第３種又は第４

種の道路（自転車道又は自転車通行帯を設ける

道路を除く。）には、自転車歩行者道を道路の

各側に設けるものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、この限りでない。 

２～４ 略 

 

 （歩道） 

第１２条 第４種（第４級を除く。）の道路（自

転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者

の交通量が多い第３種（第５級を除く。）の道

路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又

は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第３

種若しくは第４種第４級の道路には、その各側

に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、この限りでない。 

２～５ 略 

 

路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保

するため自転車の通行を分離する必要がある場

合においては、自転車道を道路の各側に設ける

ものとする。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合においては、こ

の限りでない。 

 

３～５ 略 

 

 （自転車歩行者道） 

第１１条 自動車の交通量が多い第３種又は第４

種の道路（自転車道を設ける道路を除く。）に

は、自転車歩行者道を道路の各側に設けるもの

とする。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、この限

りでない。 

２～４ 略 

 

 （歩道） 

第１２条 第４種（第４級を除く。）の道路（自

転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者

の交通量が多い第３種（第５級を除く。）の道

路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又

は自転車道を設ける第３種若しくは第４種第４

級の道路には、その各側に歩道を設けるものと

する。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、この限り

でない。 

２～５ 略 
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 （曲線部の片勾配） 

第１８条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び

車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が

極めて大きい場合を除き、当該道路区分に応

じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地

形の状況を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に

掲げる値（第３種の道路で自転車道又は自転車

歩行者道（以下「自転車道等」という。）を設

けないものにあっては、６パーセント）以下で

適切な値の片勾配を付するものとする。ただ

し、第４種の道路にあっては、地形の状況その

たの特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、片勾配を付さないことができる。 

略 

 

 （待避所） 

第３０条 第３種第５級の道路には、次に定める

ところにより、待避所を設けるものとする。た

だし、交通に及ぼす支障が少ない道路について

は、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 待避所相互間の道路の大部分が見通すこと

ができること。 

 (3) 待避所の長さは、２０メートル以上とし、

その区間の車道（自転車通行帯を除く。）の

幅員は５メートル以上とすること。 

 

 （小区間改築の場合の特例） 

第３８条 道路の交通に著しい支障がある小区間

 （曲線部の片勾配） 

第１８条 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び

車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が

極めて大きい場合を除き、当該道路区分に応

じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地

形の状況を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に

掲げる値（第３種の道路で自転車道等を設けな

いものにあっては、６パーセント）以下で適切

な値の片勾配を付するものとする。ただし、第

４種の道路にあっては、地形の状況そのたの特

別の理由によりやむを得ない場合においては、

片勾配を付さないことができる。 

 

略 

 

 （待避所） 

第３０条 第３種第５級の道路には、次に定める

ところにより、待避所を設けるものとする。た

だし、交通に及ぼす支障が少ない道路について

は、この限りでない。 

 (1) 略 

 (2) 待避所相互間の道路の大部分が見とおすこ

とができること。 

 (3) 待避所の長さは、２０メートル以上とし、

その区間の車道の幅員は５メートル以上とす

ること。 

 

 （小区間改築の場合の特例） 

第３８条 道路の交通に著しい支障がある小区間
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について応急措置として改築を行う場合（次項

に規定する改築を行う場合を除く。）におい

て、これに隣接する他の区間の道路の構造が、

第５条、第６条第３項から第５項まで、第７

条、第９条、第９条の２第３項、第１０条第３

項、第１１条第２項及び第３項、第１２条第３

項及び第４項、第１４条第２項及び第３項、第

１７条から第２３条まで、第２４条第３項並び

に第２６条の規定による基準に適合していない

ためこれらの規定による基準をそのまま適用す

ることが適当でないと認められるときは、これ

らの規定による基準によらないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある

小区間について応急措置として改築を行う場合

において、当該道路の状況等からみて第５条、

第６条第３項から第５項まで、第７条、第８条

第２項、第９条、第９条の２第３項、第１０条

第３項、第１１条第２項及び第３項、第１２条

第３項及び第４項、第１４条第２項及び第３

項、第２１条第１項、第２４条第３項、次条第

１項及び第２項並びに第４０条第１項の規定に

よる基準をそのまま適用することが適当でない

と認められるときは、これらの規定による基準

によらないことができる。 

 

 （自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路） 

第３９条 略 

２及び３ 略 

４ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の

線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者

について応急措置として改築を行う場合（次項

に規定する改築を行う場合を除く。）におい

て、これに隣接する他の区間の道路の構造が、

第５条、第６条第３項から第５項まで、第７

条、第９条、第１０条第３項、第１１条第２項

及び第３項、第１２条第３項及び第４項、第１

４条第２項及び第３項、第１７条から第２３条

まで、第２４条第３項並びに第２６条の規定に

よる基準に適合していないためこれらの規定に

よる基準をそのまま適用することが適当でない

と認められるときは、これらの規定による基準

によらないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある

小区間について応急措置として改築を行う場合

において、当該道路の状況等からみて第５条、

第６条第３項から第５項まで、第７条、第８条

第２項、第９条、第１０条第３項、第１１条第

２項及び第３項、第１２条第３項及び第４項、

第１４条第２項及び第３項、第２１条第１項、

第２４条第３項、次条第１項及び第２項並びに

第４０条第１項の規定による基準をそのまま適

用することが適当でないと認められるときは、

これらの規定による基準によらないことができ

る。 

 

 （自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路） 

第３９条 略 

２及び３ 略 

４ 転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線

形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が
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が安全かつ円滑に通行することができるもので

なければならない。 

５ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路に

ついては、第３条から第３７条まで及び前条第

１項の規定（自転車歩行者専用道路にあって

は、第１３条の規定を除く。）は適用しない。 

 

 （歩行者専用道路） 

第４０条 略 

２ 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合にお

いては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第４

１条第１項において準用する令第４０条第３項

の建築限界を勘案して定めるものとする。 

３ 略 

４ 歩行者専用道路については、第３条から第１

２条まで、第１４条から第３７条まで及び第３

８条第１項の規定は、適用しない。 

  

安全かつ円滑に通行することができるものでな

ければならない。 

５ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路に

ついては、第３条から第３７条まで及び前条第

１項の規定（自転車歩行者専用道路にあって

は、第１２条の規定を除く。）は適用しない。 

 

 （歩行者専用道路） 

第４０条 略 

２ 行者専用道路に路上施設を設ける場合におい

ては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第４１

条第１項において準用する令第４０条第３項の

建築限界を勘案して定めるものとする。 

３ 略 

４ 歩行者専用道路については、第３条から第１

１条まで、第１４条から第３７条まで及び第３

８条第１項の規定は、適用しない。 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）の一部改正に伴い、自転車通行帯に関する基

準を定めるとともに、用語の整備を図りたいので、この案を提出するものである。 
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第３号議案 

   吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年吉川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、

当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第１３条 特定教育・保育施設は、法定代理受領

により特定教育・保育に係る施設型給付費（法

第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下同

じ。）の支給を受けた場合は、教育・保育給付

認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保

護者に係る施設型給付費の額を通知しなければ

ならない。 

 

２ 略 

 

 （特別利用保育の基準） 

第３６条 略 

２ 略 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保

 

 （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第１３条 特定教育・保育施設は、法定代理受領

により特定教育・保育に係る施設型給付費（法

第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下こ

の項、次条及び第３７条第３項において同

じ。）の支給を受けた場合は、教育・保育給付

認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保

護者に係る施設型給付費の額を通知しなければ

ならない。 

２ 略 

 

 （特別利用保育の基準） 

第３６条 略 

２ 略 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保
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育には特別利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第

３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用

する。この場合において、第６条第２項中「特

定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。）」とあるの

は「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供

している施設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同

項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数」と、第１２条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ど

も（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、

同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」と

あるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用保育を受ける者を含む。）」とする。 

 

 （特別利用教育の基準） 

第３７条 略 

育には特別利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第

３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用

する。この場合において、第６条第２項中「特

定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。）」とあるの

は「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供

している施設に限る。以下この項において同

じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同

項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数」と、第１２条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子

ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同

号イ(ｲ)中「除く」とあるのは「除き、特別利用

保育を受ける者を含む」とする。 

 

 

 （特別利用教育の基準） 

第３７条 略 
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２ 略 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第６条

第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と

あるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数」と、第１２条第２項中「法第２７条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２

８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項第３

号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受け

る者を除く。）」とする。 

 

 （準用） 

第５１条 第８条、第９条、第１１条、第１３

条、第１４条及び第２０条から第３４条までの

規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保

２ 略 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第６条

第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と

あるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数」と、第１２条第２項中「法第２７条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２

８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項第３

号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とある

のは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教

育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「を

除く」とあるのは「及び特別利用教育を受ける

者を除く」とする。 

 

 

 （準用） 

第５１条 第８条、第９条、第１１条、第１３

条、第１４条及び第２０条から第３４条までの

規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保
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育事業所及び特定地域型保育について準用す

る。この場合において、第１１条の見出し中

「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、

第１３条の見出し中「施設型給付費」とあるの

は「地域型保育給付費」と、同条第１項中「施

設型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費

をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費

（法第２９条第１項の地域型保育給付費をい

う。以下この項及び次条において」と、「施設

型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費

の」と、同条第２項中「特定教育・保育提供証

明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明

書」と、第１４条中「施設型給付費」とあるの

は「地域型保育給付費」と、第３２条中「教

育・保育給付認定子どもについて」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育

認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子

どもを除く。以下この節において同じ。）につ

いて」と読み替えるものとする。 

 

 （特別利用地域型保育の基準） 

第５２条 略 

２ 略 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。

次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む

ものとして、この章（第４１条第２項を除き、

育事業所及び特定地域型保育について準用す

る。この場合において、第１１条の見出し中

「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、

第１３条の見出し中「施設型給付費」とあるの

は「地域型保育給付費」と、同条第１項中「施

設型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費

をいう。以下この項、次条及び第３７条第３

項」とあるのは「地域型保育給付費（法第２９

条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この

項及び次条」と、「施設型給付費の」とあるの

は「地域型保育給付費の」と、同条第２項中

「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特

定地域型保育提供証明書」と、第１４条中「施

設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」

と、第３２条中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３

歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。以下この節において同

じ。）」と読み替えるものとする。 

 

 （特別利用地域型保育の基準） 

第５２条 略 

２ 略 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。

次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む

ものとして、この章（第４１条第２項を除き、
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前条において準用する第８条、第９条、第１１

条、第１３条、第１４条及び第２０条から第３

４条までを含む。次条第３項において同じ。）

の規定を適用する。この場合において、第４０

条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第

１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」

とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳

以上保育認定子どもを除く。以下この章におい

て同じ。）」とあるのは「法第１９条第１項第

１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども（第５３条

第１項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合にあっては、当該特定利用地域型保育

の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもを含む。）」と、「法第２０条第４

項の規定による認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは

「抽選、申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する

理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方

法により」と、第４３条第１項中「教育・保育

給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付

認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる

法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに

第５１条において準用する第８条、第９条、第

１１条、第１３条、第１４条及び第２０条から

第３４条までを含む。）の規定を適用する。こ

の場合において、第４０条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる小

学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申

込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもの数」と、「満３歳未満保育

認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。以下この章において同じ。）」とあるの

は「法第１９条第１項第１号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（第５３条第１項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合にあっては、

当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。）」と、「法第２０条第４項の規定による

認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認

められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込み

を受けた順序により決定する方法、当該特定地

域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法により」と、

第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護

者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者

（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・
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係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」

と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２

号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあ

るのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（第１２条第４

項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要

する費用」と、同条第５項中「前４項」とある

のは「前３項」とする。 

 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 略 

２ 略 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含むものとして、この章の規定を適用す

る。この場合において、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限

る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第

２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により

保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２

項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは

「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲

げる費用及び食事の提供（第１２条第４項第３

号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」と、同条第５項中「前４項」とあるのは

「前３項」とする。 

 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 略 

２ 略 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含むものとして、この章の規定を適用す

る。この場合において、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限

る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第

２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により



14 

算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳

以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以

上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規

定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に

係る第１２条第４項第３号ア又はイに掲げるも

のを除く。）に要する費用」とする。 

  

算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳

以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以

上保育認定子どもに係る第１２条第４項第３号

ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」とする。 

 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の規定は、令和元年１０月１日から適用する。 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣

府令（令和元年内閣府令第８号）の公布に伴い、令和元年６月議会定例会で条例改正を行

ったが、同令に原稿誤りがあり、誤字等が訂正されたため、同様に改正したいので、この

案を提出するものである。 
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第４号議案 

   吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年吉川市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に

改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （職員） 

第２６条 略 

２ 家庭的保育者は、市長が行う研修（市長が指

定する都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した保育士又は保育士と同等以

上の知識及び経験を有すると市長が認める者で

あって、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

 (1) 略 

 (2) 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０

第１項第３号のいずれにも該当しない者 

３ 略 

  

 

 （職員） 

第２６条 略 

２ 家庭的保育者は、市長が行う研修（市長が指

定する都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した保育士又は保育士と同等以

上の知識及び経験を有すると市長が認める者で

あって、次の各号のいずれにも該当する者とす

る。 

 (1) 略 

 (2) 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０

第１項第４号のいずれにも該当しない者 

３ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す
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る法律（令和元年法律第３７号）の施行により児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

が一部改正されたことに伴い、引用する号を改正したいので、この案を提出するものであ

る。 
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第５号議案 

   吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 吉川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

吉川市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （放課後児童支援員及び補助員） 

第１３条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事又は地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１９第１項の指定都市の長が行う研修を修了し

たもの（任用後１年以内に修了することを予定

している者を含む。）でなければならない。 

 (1)～(9) 略 

４及び５ 略 

  

 

 （放課後児童支援員及び補助員） 

第１３条 略 

２ 略 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事又は地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１９第１項の指定都市の長が行う研修を修了し

たものでなければならない。 

 

 (1)～(9) 略 

４及び５ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３

号）附則第２条に規定する経過措置が令和２年３月３１日をもって終了することに伴い、

放課後児童支援員の資格要件を見直したいので、この案を提出するものである。 
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第６号議案 

   吉川市税条例及び吉川市手数料条例の一部を改正する条例 

 （吉川市税条例の一部改正） 

第１条 吉川市税条例（昭和３０年吉川町条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （電子申告等） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例

に定める申告、申請、請求その他書類の提出

（審査請求に関するものを除く。）又は納付若

しくは納入（以下「申告等」という。）のう

ち、規則で定めるものについては、情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する法律（平成

１４年法律第１５１号）第６条第１項の規定に

より同項の電子情報処理組織（以下「電子情報

処理組織」という。）を使用して行うことがで

きる。 

２ 略 

  

 

 （電子申告等） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例

に定める申告、申請、請求その他書類の提出

（審査請求に関するものを除く。）又は納付若

しくは納入（以下「申告等」という。）のう

ち、規則で定めるものについては、行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する法律

（平成１４年法律第１５１号）第３条第１項の

規定により同項の電子情報処理組織（以下「電

子情報処理組織」という。）を使用して行うこ

とができる。 

２ 略 

  

 

 （吉川市手数料条例の一部改正） 

第２条 吉川市手数料条例（平成１２年吉川市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改

正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の額 

略 

２ 住

民関

係 

(1)～(8) 略 

(9) 除票の写しの交付 

 

(10) 略 

(11) 戸籍の附票の除

票の写しの交付 

(12) 略 

(13) 除票記載事項証

明 

(14) 略 

(15) 略 

(16) 略 

(17) 略 

(18) 略 

(19) 略 

(20) 略 

略 

１件につき

 ３００円 

略 

１件につき

 ３００円 

略 

１件につき

 ３００円 

略 

略 

略 

略 

略 

略 

略 

略 

  

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の額 

略 

２ 住

民関

係 

(1)～(8) 略 

 

 

(9) 略 

 

 

(10) 略 

 

 

(11) 略 

(12) 略 

(13) 略 

(14) 略 

(15) 略 

(16) 略 

(17) 略 

略 

 

 

略 

 

 

略 

 

 

略 

略 

略 

略 

略 

略 

略 

略 

  

 

第３条 吉川市手数料条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する

場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が

存在しない場合には、当該改正部分を削る。 

 



20 

改正後 改正前 

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の額 

略 

２ 住

民関

係 

(1)～(18) 略 

 

 

 

(19) 略 

略 

 

 

 

略 

略 

  

 

別表（第２条関係） 

区分 事務の種類 手数料の額 

略 

２ 住

民関

係 

(1)～(18) 略 

(19) 規則で定める個

人番号の通知カード

の交付 

(20) 略 

略 

１件につき

 ５００円 

 

略 

略 

  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条の規定は、公布の日又は情報通信

技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効

率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正

する法律（令和元年法律第１６号）附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日のいずれか

遅い日から施行する。 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の

一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）が公布されたことに伴い、住民票の除票の

写し等の交付に係る手数料の追加等、所要の整備を行いたいので、この案を提出するもの

ある。 
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第７号議案 

   吉川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 吉川市国民健康保険税条例（昭和３０年吉川町条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が６１０，０００円を超える

場合においては、基礎課税額は、６１０，００

０円とする。 

３及び４ 略 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５の規定によ

り、次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の課税額を

第２条第２項本文の基礎課税額から次の各号に

掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応

じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が６１０，０００円を超える

場合には、６１０，０００円）、同条第３項本

 

 （課税額） 

第２条 略 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額の合算額とする。た

だし、当該合算額が５４０，０００円を超える

場合においては、基礎課税額は、５４０，００

０円とする。 

３及び４ 略 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第２２条 市は、法第７０３条の５の規定によ

り、次の各号に掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の課税額を

第２条第２項本文の基礎課税額から次の各号に

掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応

じ当該各号アに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が５４０，０００円を超える

場合には、５４０，０００円）、同条第３項本
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文の後期高齢者支援金等課税額から次の各号に

掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応

じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１９０，０００円を超える

場合には、１９０，０００円）及び同条第４項

本文の介護納付金課税額から次の各号に掲げる

国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ当該

各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が１６０，０００円を超える場合に

は、１６０，０００円）の合算額とする。 

 (1)～(3) 略 

  

文の後期高齢者支援金等課税額から次の各号に

掲げる国民健康保険税の納税義務者の区分に応

じ当該各号イに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１９０，０００円を超える

場合には、１９０，０００円）及び同条第４項

本文の介護納付金課税額から次の各号に掲げる

国民健康保険税の納税義務者の区分に応じ当該

各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が１６０，０００円を超える場合に

は、１６０，０００円）の合算額とする。 

 (1)～(3) 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の吉川市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例

による。 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 国民健康保険制度の健全で安定的な保険財政運営を図るため、医療保険分の賦課限度額

の改定を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第８号議案 

   吉川市債権管理に関する条例の一部を改正する条例 

 吉川市債権管理に関する条例（平成２７年吉川市条例第３９号）の一部を次のように改

正する。 

 次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存

在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動項に対応する移動後項が存在しな

い場合には、当該移動項（以下「削除項」という。）を削る。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び削除項を除く。以下「改正部

分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以

下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （延滞金及び遅延損害金） 

第６条 略 

２ 略 

３ 市長は、その他の債権（法第２３１条の３第

１項に規定する歳入に係るものを除く。次条に

おいて同じ。）について地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１７１条の規定によ

る督促をした場合は、当該その他の債権に係る

法令又は契約に特別の定めがある場合を除き、

当該督促をした金額が２，０００円以上である

ときは、当該金額にその履行期限の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、当該金額（そ

の額に１，０００円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）につき民法（明治２

 

 （延滞金及び遅延損害金） 

第６条 略 

２ 略 

３ 市長は、その他の債権（法第２３１条の３第

１項に規定する歳入に係るものを除く。次条に

おいて同じ。）について地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１７１条の規定によ

る督促をした場合は、当該その他の債権に係る

法令又は契約に特別の定めがある場合を除き、

当該その他の債権の履行期限の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、年５パーセントの

割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害

金を徴収するものとする。 
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９年法律第８９号）第４０４条に規定する法定

利率の割合を乗じて計算した金額（その額に１

００円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額）に相当する遅延損害金を徴収する

ものとする。ただし、遅延損害金の額が１，０

００円未満であるときは、これを徴収しない。 

４ 略 

 

 

 

５ 略 

 

 

 

 

 

 

 

４ 略 

５ 遅延損害金の額に１００円未満の端数がある

とき又はその全額が１００円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

６ 略 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に遅延損害金が生じた場合におけるその遅延損害金を生ずべき

債権に係る遅延損害金の計算方法については、この条例による改正後の第６条第３項

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由  

 民法（明治２９年法律第８９号）の一部改正に伴い、法定利率が見直されることを踏ま

え、所要の整備を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第９号議案 

   吉川市文化芸術振興基金条例 

 （設置） 

第１条 文化芸術の振興を図るため、吉川市文化芸術振興基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、前条の目的のため寄附された額の範囲内で一般会計

歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額とする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運

用しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する基金の設置の目的のための経費の財源に充てる場合に

限り、処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 文化芸術の振興を図るため、文化芸術振興を目的にご寄附いただいた金額を積み立て運
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用する「吉川市文化芸術振興基金」を設置したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４１条第１項の規定により、この案を提出するものである。 
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第１０号議案 

   吉川市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （吉川市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 吉川市水道事業の設置等に関する条例（昭和４２年吉川町条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の

２第８項の規定により水道事業の業務に従事す

る職員の賠償責任の免除について議会の同意を

得なければならない場合は、当該賠償責任に係

る賠償額が１００，０００円以上である場合と

する。 

  

 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第５条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第

８項の規定により水道事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠

償額が１００，０００円以上である場合とす

る。 

  

 

 （吉川市監査委員条例の一部改正） 

第２条 吉川市監査委員条例（平成７年吉川町条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （請求又は要求による監査） 

 

 （請求又は要求による監査） 
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第５条 監査委員は、法第７５条第１項、法第９

８条第２項、法第１９９条第６項及び第７項、

法第２３５条の２第２項並びに法第２４３条の

２の２第３項（地方公営企業法第３４条におい

て準用する場合を含む。）並びに地方公営企業

法第２７条の２第１項の規定による監査の請求

又は要求があるときは、請求又は要求のあった

日から１０日以内に監査に着手しなければなら

ない。 

２ 監査委員は、法第７５条第３項の規定による

監査の結果に関する報告の送付、公表及び提

出、法第９８条第２項の規定による監査の結果

に関する報告、法第１９９条第９項の規定によ

る監査の結果に関する報告の提出及び公表（市

長の要求に係る監査に関するものに限る。）、

法第２３５条の２第３項並びに地方公営企業法

第２７条の２第２項の規定による監査の結果に

関する報告の提出（市長又は管理者の要求に係

る監査に関するものに限る。）並びに法第２４

３条の２の２第３項（地方公営企業法第３４条

において準用する場合を含む。）の賠償責任の

有無及び賠償額の決定について、請求又は要求

のあった日から６０日以内にこれを行わなけれ

ばならない。ただし、やむを得ない理由がある

ときは、この限りでない。 

  

第５条 監査委員は、法第７５条第１項、法第９

８条第２項、法第１９９条第６項及び第７項、

法第２３５条の２第２項並びに法第２４３条の

２第３項（地方公営企業法第３４条において準

用する場合を含む。）並びに地方公営企業法第

２７条の２第１項の規定による監査の請求又は

要求があるときは、請求又は要求のあった日か

ら１０日以内に監査に着手しなければならな

い。 

２ 監査委員は、法第７５条第３項の規定による

監査の結果に関する報告の送付、公表及び提

出、法第９８条第２項の規定による監査の結果

に関する報告、法第１９９条第９項の規定によ

る監査の結果に関する報告の提出及び公表（市

長の要求に係る監査に関するものに限る。）、

法第２３５条の２第３項並びに地方公営企業法

第２７条の２第２項の規定による監査の結果に

関する報告の提出（市長又は管理者の要求に係

る監査に関するものに限る。）並びに法第２４

３条の２第３項（地方公営企業法第３４条にお

いて準用する場合を含む。）の賠償責任の有無

及び賠償額の決定について、請求又は要求のあ

った日から６０日以内にこれを行わなければな

らない。ただし、やむを得ない理由があるとき

は、この限りでない。 

  

 

 （吉川市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 吉川市公共下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年吉川市条例第１９号）

の一部を次のように改正する。 
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  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第３４条において読み替えて準用する

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

３条の２の２第８項の条例で定める場合は、賠

償責任に係る賠償額が１００，０００円以上で

ある場合とする。 

  

 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第３４条において読み替えて準用する

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

３条の２第８項の条例で定める場合は、賠償責

任に係る賠償額が１００，０００円以上である

場合とする。 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第５４号）が施行されることに伴

い、引用する条を改正したいので、この案を提出するものである。 
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第１１号議案 

   職員の服務の宣誓に関する条例及び吉川市職員公務災害等見舞金支給条例の一部を

改正する条例 

 （職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和３０年吉川町条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は、任命権者に対

し、別記様式による署名した宣誓書を提出しな

ければならない。 

 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員の服務の宣誓については、前

項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定

めをすることができる。 

  

 

 （職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は、任命権者又は

任命権者の定める上級の公務員の面前におい

て、別記様式による宣誓書に署名してからでな

ければ、その職務を行ってはならない。 

 

 

 

 

  

 

 （吉川市職員公務災害等見舞金支給条例の一部改正） 

第２条 吉川市職員公務災害等見舞金支給条例（昭和４９年吉川町条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対

応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）

が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が

存在しない場合には、当該移動後号を加える。 
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  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く。以下「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次に

掲げる者をいう。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号。以下「労災保険法」という。）の

適用を受ける者 

 (4) 吉川市立小中学校の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害補償等に関する条

例（平成１４年吉川市条例第１０号。以下

「学校医等補償条例」という。）の適用を

受ける者 

 (5) 略 

 

 （認定） 

第７条 公務又は通勤による死亡及び負傷又は

疾病により、別表第１に定める障がいが残っ

た場合の当該障がいの等級の認定は、補償

法、補償条例、労災保険法、学校医等補償条

例又は消防団員補償条例の規定により行われ

る認定に基づいて行うものとする。 

２ 略 

  

 

 （定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次に

掲げる者をいう。 

 (1)及び(2) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 略 

 

 （認定） 

第７条 公務又は通勤による死亡及び負傷又は

疾病により、別表第１に定める障がいが残っ

た場合の当該障がいの等級の認定は、補償

法、補償条例又は消防団員補償条例の規定に

より行われる認定に基づいて行うものとす

る。 

２ 略 

  

 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は令和２年４月１日から、第２条の規定は公布の日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の吉川市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に

発生した職員の公務又は通勤による災害について適用し、同日前に発生した職員の公

務又は通勤による災害については、なお従前の例による。 

  令和２年２月２５日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

の一部改正に伴い、会計年度任用職員の服務に関し必要な事項を定めるとともに、所要の

改正を行いたいので、この案を提出するものである。 
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第１２号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  （都）越谷吉川線整備工事（Ａ１・Ａ２橋台工） 

２ 工事場所  吉川市大字中井地内外 

３ 工  期  変更前 契約締結日から令和２年３月２４日まで 

        変更後 契約締結日から令和２年９月３０日まで 

４ 請負金額  変更前 １８１，５００，０００円 

        変更後 １８３，６９０，１００円 

５ 請負業者  住    所 埼玉県吉川市吉川一丁目２８番地８ 

        氏名又は名称 株式会社ケイワールド日清 東部営業所 

        代表者職氏名 営業所長 早川明男 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和元年９月１９日付けで効力が発生した都市計画道路越谷吉川線整備工事（Ａ１・Ａ

２橋台工）の請負契約について、工事に必要となる作業ヤードの設置を行うことから請負

金額を変更するとともに、工事場所が大場川の河川区域内であり、作業期間に制約がある

ことから工期を変更したいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出する

ものである。 
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第１３号議案 

   教育委員会委員の任命について 

 教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○ 

   氏  名 荒井一美 

   生年月日 ○○○○○○ 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 教育委員会委員の神田美栄子氏が令和２年４月２２日をもって任期満了となるた

め、その後任に荒井一美氏を任命することについて同意を得たいので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定

により、この案を提出するものである。 
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経  歴  書 

氏  名  荒井一美 

生年月日  ○○○○○○ 

住  所  ○○○○○○ 

最終学歴  ○○○○○○ 

経  歴 

昭和５１年 ４月から 

三郷市立鷹野小学校教諭 

昭和６１年 ３月まで 

昭和６１年 ４月から 

八潮市立八潮第七小学校教諭 

平成 ５年 ３月まで 

平成 ５年 ４月から 

三郷市立立花小学校教諭 

平成１４年 ３月まで 

平成１４年 ４月から 

三郷市立前谷小学校教諭 

平成１７年 ３月まで 

平成１７年 ４月から 

三郷市立八木郷小学校教諭 

平成２０年 ３月まで 

平成２０年 ４月から 

三郷市教育委員会学校教育部指導課指導主事 

平成２１年 ３月まで 

平成２１年 ４月から 

三郷市立丹後小学校教頭 

平成２４年 ３月まで 

平成２４年 ４月から 

吉川市立三輪野江小学校校長 

平成２８年 ３月まで 

平成２９年 ４月から 

吉川市教育委員会社会教育指導員 

現在に至る 
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第１４号議案 

   監査委員の選任について 

 監査委員に次の者を選任することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○ 

   氏  名 大泉將平 

   生年月日 ○○○○○○ 

  令和２年２月２５日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 監査委員の大泉將平氏が令和２年４月２２日をもって任期満了となるため、再度選任す

ることについて同意を得たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第

１項の規定により、この案を提出するものである。 
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経  歴  書 

氏  名  大泉將平 

生年月日  ○○○○○○ 

住  所  ○○○○○○ 

最終学歴  ○○○○○○ 

経  歴 

昭和４８年１０月から 
○○○○○○ 

昭和５５年 ２月まで 

昭和５５年 ３月から 
○○○○○○ 

昭和５８年１０月まで 

昭和５８年１０月から 
大泉將平税理士事務所開業 

現在に至る 

平成１３年 ４月から 
関東信越税理士会越谷支部業務部部長 

平成１７年 ３月まで 

平成１７年 ４月から 
関東信越税理士会越谷支部制度部部長 

平成２１年 ３月まで 

平成２１年 ４月から 
関東信越税理士会越谷支部公益活動対策部部長 

平成２６年 ３月まで 

平成２６年 ４月から 
関東信越税理士会越谷支部公益活動対策部副部長 

平成３０年 ３月まで 

平成３０年 ４月から 
関東信越税理士会越谷支部監事 

現在に至る 

平成１５年 ４月から 
越谷法人会吉川支部顧問 

平成１９年 ３月まで 

平成１６年 ４月から 
吉川市代表監査委員 

現在に至る 

 


